
三
身
論

に
於
け
る
台

当
め
異

目
に

つ
い
て

(
二
)
 (
林
)

三
身
論

に
於

け
る
台
当

の
異

目

に

つ
い
て

(二
)

-

真
流
正
伝
砂
を
中
心
と
し
て
-

林

真

芳

天
台
智
者
大
師
智
顕
 
(
五
三
八
-
五
九
七
)
 は
、
法
華
経
の
寿
量
本
仏

を
解
釈
す
る
に
当

っ
て
、
南
三
北
七
諸
家
と
見
解
を
異
に
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
前
回
述
べ
た
が
、
天
台

の

『
法
華
文
句
』
に
於
け
る

「秘

密
三
身

の
」
解
釈
に
よ
れ
ば
、
法

・
報

・
応
三
身
相
即
の
中
で
は
、
ど

の
仏
身
を
中
心
に
据
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
『
法
華
文
旬
』
巻
第
九
に
、

シ
テ

ス

ヲ

シ

エ
ハ

ニ

シ
ク
ハ

リ

ニ
(1
)

「此
品
詮
量
、
通
明
二三
身
幻
若
従
二別
意
↓
正

在
二報
身
ご

と
、
三
身
即

一
の
報
身
為
正
説
を
主
張
し
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

義
便

・
文
会
を
も

っ
て
、
三
身
の
力
用
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
思
想
を
継
承
し
た
の
は
、
六
祖
荊
渓

の
妙
楽
大
師
湛
然

(七

一

一
-
七
八
二
)
及
び
、
日
本
天
台

の
開
祖
伝
教
大
師
最
澄

(七
六
七
-
八

二
二
)
 で
あ

っ
た
が
、
三
代
座
主
円
仁
以
降
、
真
言
密
教
の
影
響
を
受

け
て
、
法
華

の
仏
身
観
は
大
日
法
身
観
に
移
行
し
て
法
身
中
心
と
な

っ

た
。

随

っ
て
、
『
法
華
文
句
』
に
於
け
る

「秘
密
三
身
」
の
解
釈

に

つ
い

て
は
、
台
家
に
於
て
も
恵
旦
両
流
、
並
び
に
椙
生
流
等
不
同
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
日
本
天
台
宗
か
ら
出
発
し

つ
つ
も
、
密
教
や
念
仏
思

想
等
を
排
除
し
て
、
支
那
天
台

の
純

二
無
雑

の
法
華
教
学
を
基
盤
と
し

て
、
独
創
的
な
日
蓮
教
学
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
三
身
論

に
於
て
も
報
身
中
心
で
あ

っ
た
が
、
祖
滅
後
は
台
密
の
影
響
に
よ
り
、

当
家
に
於
て
も
古
来
学
者
の
聞
に
異
義
が
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
は

『
真

流
正
伝
砂
』
に
よ

っ
て

「
三
身
論
」
に

つ
い
て
論
究
す
る
。

『
真
流
正
伝
砂
』
に
、
天
台

の

『
法
華
文
句
』
巻
第
九
の
、

ト
ハ

ナ
ル
ヲ

ケ
テ

シ

ト

ナ
ル
ヲ

ケ
テ

ス

ト

「秘

密

者
、

一
身

即
三
身

名

為

レ秘
、
三
身
即

一
身

名

為
レ
密
。

又
昔

ヲ

ケ
テ

シ

ト

ラ

ル
ヲ

ケ
テ

ス

ト

ハ

所

レ
不
レ
説

名

為
レ
秘
、

唯
仏
自
知

名

為
レ密
。

神
通
之

力
三

身

之

用

也
。

ハ

チ

ハ

チ

神
是
天
然
不
動
之
理
、
即
法
性
身
也
。
通
是
無
塞
不
思
議
慧
、
即
報
身
也
。

ハ

レ

チ

テ

ニ

シ
ク

リ

テ

ニ

メ

力
是
幹

用
自
在
、
即
応
身

也
。
仏

於
二
三
世

一等

有
三
二
身
幻
於
二
諸
教
中

↓
秘

ヲ

(
2
)

レ之
不
レ伝
。」

と
、
法
華
経
如
来
寿
量
品
に
於
け
る
秘
密
三
身
は
、
爾
前
の
諸
経
に
は
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見
ら
れ
ぬ
所

で
あ
る
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
三
身
の
寿
命
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。

こ
の
、
文
を
受

け

て
妙
楽
湛
然

は
、
『
法
華
文
句
記
』

巻
第
九
に
、

リ

ハ

ス

ノ

「
一身
即
三
身
等
者
、
文
中
二
解
各
有
二其
意
殉
初
釈
約
二三
身
法
体
法
ホ
相

ニ

ハ

ス

ニ

ム

ニ

シ

ハ

ス

即
殉
次
釈
約

二
今
昔

相
望
殉

以
二
今
法
体

一望
レ
昔
故
也
。

亦
可
下
前
釈
通
二
諸

ニ

ハ

フ

ヲ

ル

ニ

(
3
)

味
↓
後
釈
斥
申他
経
加唯
在
二今
経
一故
也
。」

と
申
さ
れ
て

い
る
文
中

「前
釈
通
諸
味
」

の
釈
か
ら
、
台
当
両
家
に
於

て
、
「秘
密
三
身
」
に
対
す
る
異
説
が
起

っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

始
め
に
、

恵
旦
両
流

の
説
に
論
及
し
、
次
に
椙
生
の
法
橋
の
、
三
身

即

一
・
四
土
不
二
の
説
を
評
破
し
て
、
当
流
の
義
を
論
じ
て
い
る
。

要
約
す
る
と
、
如
来
秘
密

の

「秘
」

の
字
を
釈

す
る
時

は
、
「従

二

出
多
」
の
意

で
述

べ
、
「
密
」
の
字
を
釈
す
る
時
は
、
「従
多
帰

一
」
の

義
に
よ
っ
て
談
ず

べ
き
で
あ
る
。
「
秘
密
」

の
二
字

に
は
、

一
多
相
望

の
義
が
あ
る
が
、
「
一
」
と
は
、
正
在
報
身
に
し
て

「
三
」
と
は
、
法

・

報

・
応
の
三
身
で
あ
る
。

こ
の
、
三
身
中
に
於
け
る
法
身
常
住
論
は
、
通
諸
味
で
前
四
味

・
八

教

・
迹
門
十

四
品
と
、
通
同
の
如
く
論

ず
る
中
古
天
台
に
於
け
る
、

「
今
円
昔
円

・
円
体
無
殊
」
を
主
張
す
る
、
五
部
共
同
の
円
仏
論
は
と

ら
ず
、
『
法
華
文
句
記
』
巻
第
九
の
、

ハ

ノ

タ

テ

カ

ヲ

チ

テ

「
法
身
非
寿
、

諸
教
常
談
。

但
未
三
曾
説
二
久

成

遠

寿
幻

…
光
宅
乃

以
二
寿

ヲ

ス

ト

(
4
)

量
↓
為
二
延
寿
。」

と
述

べ
て
、
光
宅
法
雲

の

「
神
通
延
寿
」
に
よ

る
、
三
世
益
物

の
義

は
、
天
台
が

『
法
華
玄
義
』
巻
第
十
に
、

ス

ヲ

(
5
)

「三
世
益
物
…
…
破
二神
通
延
寿
義
ご

と
述
べ
、
嘉
祥
の

『
法
華
義
疏
』
巻
第
十
の
、

「
一
者
化
身
如
来
。
二
報
身
如
来
。
三
法
身
如
来
。
寿
量
亦
有
三
二
種
↓
化

仏
寿
量
、
有
始
有
終
…
…
報
身
仏
寿
量
、
有
始
無
終
…
…
法
身
仏
寿
、
本
自

(
6
)

在
之
、
不
生
不
滅
、
無
始
無
終
。」

の
説
に
対
し
て
も
、
『法
華
文
句
』
巻
第
九
に
、

ス

ニ

ハ
ル

ヲ

ハ

レ

ニ

ソ

「
応
身
非
レ
滅
、

唱
レ
滅
者
、

応
是

法
報
之

用
。

体
既
無
レ
滅
、

用
山豆
有

レ窮
。

ノ

シ

ニ

ヲ

ニ

即
応
身
不
滅
。
但

為
三衆

生
若
常

見
仏
、
則

生
二
僑
恣

一故
。
唱
我
於

二今
夜

↓

ニ

ヲ

ヲ

ニ

当
レ
取
二
滅
度
↓
又
法
身
当
体

明
二
不
滅

叩
報
身

説
二
不
滅
輔
必
約
二法
身

殉

…

ク

ス

ニ

応
身
説
二
不
滅
↓
須

レ
約
二
法

報
殉
法
報

常
然
、

応
用
不
レ
絶
。
衆

生
不
レ
尽
即

セ

ス

ク

不
二
滅
度
殉
若
法
身
当
体
論

二
不
生
滅

一
。報
身

了
三
達
無
ー一能
生
滅
而
応

身
相
続

セ

(
7
)

不
一一生
滅
ご

と
論
述
し
て
、
南
三
北
七
諸
家
が
、
単
に
法
身
常
住
を
以
て
寿
量
本
仏

を
解
釈
せ
る
に
賛
同
せ
ず
、
ま
た
単
に
応
身
無
常
を
以
て
釈
す
る
に
与

み
せ
ず
し
て
、
従
来
の
三
身
隔
歴
説
に
対
し
て
、
三
身
相
即

・
報
身
為

正
の
学
説
を
樹
立
提
唱
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

二

天
台
は
、
経
文
の
約
束
上
迹
化
薬
王
の
化
身
な
る
故
に
、
日
蓮
聖
人

に
よ
っ
て
、
 
面
本
裏

・
去
暦
昨
食
と
批
判
さ
れ
た
の
で
、
本
化
上
行

菩
薩
の
再
誕
と
し
て
塔
中
別
付
嘱
を
受
け
た
、

日
蓮
聖
人
は
、
天
台
の

三
身
論

に
於

け
る
台

当

の
異
目

に

つ
い
て

(
二
)
(
林
)
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三
身
論

に
於
け
る
台
当

の
異
目

に
つ
い
て

(
二
)
 (林
)

不
備
な
る
点
を
補

い
、
さ
ら
に

一
重
深
く
立
ち
入

っ
て
、
三
身

の
無
始

実
在
を
唱
導
し
た
。
即
ち
、
『
法
華
真
言
勝
劣
事
』
に
、

「問
て
云
く
。
大
日
経
の
疏
に
云
く
、
大
日
如
来
は
無
始
無
終
な
り
と
。
遥

か
に
五
百
塵
点
に
勝
れ
た
り
如
何
。
答
ふ
、
毘
盧
遮
那
の
無
始
無
終
な
る

事
、
華
厳

・
浄
明

・
般
若
等
之
諸
大
乗
経
に
之
を
説
く
。
独
り
大
日
経
の
み

に
非
ず
。
問
て
云
く
、
若
ホ
ら
ば
五
百
塵
点
は
際
限
有
れ
ば
有
始
有
終
也
。

無
始
無
終
は
際
限
無
し
。
然
れ
ば
則
ち
法
華
経
は
諸
経
に
破
せ
ら
る
る
欺
如

何
。
答
て
云
く
、
他
宗
之
人
は
此
義
を
存
す
。
天
台

一
家
に
於
て
此
難
(を
会

通
す
る
者
有
り
難
き
欺
。
今
大
日
経
並
に
諸
大
乗
経
之
無
始
無
終
は
、
法
身

之
無
始
無
終
也
。
三
身
之
無
始
無
終
に
非
ず
。
法
華
経
の
五
百
塵
点
は
、
諸

大
乗
経
の
破
せ
ざ
る
伽
耶
之
始
成
、
之
を
破
し
た
る
五
百
塵
点
也
。
大
日
経

(
8
)

等
の
諸
大
乗
経
に
は
、
全
く
此
義
無
し
。」

と
断
じ
、
さ
ら
に

『
開
目
抄
』
に
、

「讐
林
最
後
の
大
般
浬
架
経
四
十
巻
、
其
外
の
法
華
前
後
の
諸
大
乗
経
に
、

一
字
一
旬
も
な
く
、
法
身
の
無
始
無
終
は
と
け
ど
も
、
応
身

・
報
身
の
顕
本

(
9
)

は
と
か
れ
ず
。」

と
、
報
応
二
身
の
顕
本
は
法
華
経
に
限
る
と
述
べ
、
発
 
顕
本
の
三
如

来
を
光
顕
し
た
上
、
『
開
目
抄
』
に
、

「然
る
に
善
男
子
、
我
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
無
量
無
辺
、
百
千
万
億

那
由
佗
劫
な
り
等
云
云
。
此
の
文
は
、
華
厳
経
の
三
処
の
始
成
正
覚
。
阿
含

経
に
云
く
初
成
。
浄
名
経
の
始
坐
仏
樹
。
大
集
経
に
云
く
始
十
六
年
。
大
日

経
の
我
昔
坐
道
場
等
。
仁
王
経
の
二
十
九
年
。
無
量
義
経
の
我
先
道
場
。
法

華
経
の
方
便
品
に
云
く
、
我
始
坐
道
場
等
を

ご
言
に
大
虚
妄
な
り
と
や
ぶ
る

も
ん

(文
)
な
り
。
此
過
去
常
顕
る
る
時
、
諸
仏
皆
釈
尊
の
分
身
な
り
。
ホ

前
迹
門
の
時
は
、
諸
仏
釈
尊
に
肩
を
並
べ
て
各
修
各
行
の
仏
な
り
。
か
る
が

ゆ
へ
に
諸
仏
を
本
尊
と
す
る
者
釈
尊
等
を
下
す
。
今
華
厳
の
台
上
、
方
等
般

若
大
日
経
等
の
諸
仏
は
、
皆
釈
尊
の
春
属
な
り
。
仏
三
十
成
道
の
御
時
は
、

大
梵
天
王
第
六
天
等
の
知
行
の
娑
婆
世
界
を
奪
ひ
取
り
給
き
。
今
ホ
前
迹
門

に
し
て
十
方
を
浄
土
と
が
う

(号
)
し
て
、
此
土
を
繊
土
と
と
か
れ
し
を
打

か
へ
し
て
、
此
土
は
本
土
な
り
、
十
方
の
浄
土
は
垂
迹
の
繊
土
と
な
る
。
仏

は
久
遠
の
仏
な
れ
ば
、
 
化
陀
方
の
大
菩
薩
も
教
主
釈
尊
の
御
弟
子
な
り
。

一
切
経
の
中
に
此
寿
量
品
ま
し
ま
さ
ず
ば
、
天
に
月
月
の
国
に
大
王
の
山
河

に
珠
の
人
に
神
の
な
か
ら
ん
が
ご
と
く
し
て
あ
る
べ
き
を
…
…
又
、
天
台
宗

の
人
人
も
た
ぼ
ら
か

(証
)
さ
れ
て
、
金
石

一
同
の
を
も
ひ
を
な
せ
る
人
人

(
1
0
)

も
あ
り
。」

以
上
の
祖
判
に
よ
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
は
天
台
の
報
身
有
始
の
顕
本
説
を

取
ら
ず
し
て
、
更
に
報

・
応
無
始
実
在
の
妙
旨
を
光
顕
す
る
と
共
に
、

無
始
無
終

・
三
身
即

一
・
報
身
為
正
説
に
よ
り
、

本
化
別
頭
教
観
に
立

っ
て
、
寿
量
本
仏
の
力
用
を
遺
憾
な
く
発
揚
せ

ら

れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

三

『
真
流
正
伝
砂
』
に
よ

っ
て
、
恵
旦
両
流
と
椙
生
流
の
義
を
略
説
す

る
と
、
恵
心
流
に
於
て
は

「
前
釈
通
諸
味
」
と
あ
る
も
、
三
身
即

一
・
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四
土
不
二
共

に
余
経
に
明
か
す
べ
か
ら
ず
。
其
の
故
は
、
三
身
即

一
諸

味
に
通
ず
る
な
ら
ば
、
四
土
不
二
も
通
ず
べ
し
。
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

旦
那
流
に
於
て
は
、
三
身
即

一
は
爾
前
の
円
仏

の
上
に
も
明
か
す
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
妙
楽
が

「通
諸
味
」
と
釈
す
る
故

で
あ
る
。
然
れ

ど
も
、
四
土
不
二
は
余
経
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。

椙
生
流
で
は
、
「
通
諸
味
」
の
三
字

に

「択
之
」
の
二
字

を
、
妙
楽

略
せ
り
と
習

い
伝
え
て
い
る
。

日
真
上
人
は
、
恵
心
流
の
学
説
に
与
同
し
、
秘
密
三
身
を
以
て
、
「
前

釈
通
諸
味
」

と
云

っ
て
、
三
身
即

一
諸
味
に
通
ぜ
ば
、
何
を
以

っ
て
か

如
来
秘
密
と
い
う
べ
き
や
。
其
の
上
、
二
重
の
釈
の
結
文
に

「
仏
三
世

に
於
て
等
し
く
三
身
有
り
。
諸
経
の
中
に
秘
し
て
伝
え
ず
。
」
と
あ
り
、

何
と
て
諸
味

に
通
ず
べ
け
ん
や
。

と
主
張
し
、
さ
ら
に
、
後
の
釈
の
今

昔
相
望
す
る
如
く
、
前
釈
も

一
代
諸
経
に
通
じ
て
、
三
身
即

一
の
義
無

し
と
い
う
事
也
。
後
の
釈
ば
か
り
に
、
前
四
味
と
今
の
寿
量
と
相
対
せ

り
と
意
得
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
を

「通
諸
味
」
と
釈

す
る

の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
解
釈
す
れ
ば

「
択
之
」
の
二
字
を
補
足
せ
ず
と
も
、

寿
量

の
正
意
明
確
と
な
る
。
若
し
旦
那
流
の
如
く

「
通
諸
味
」
を
談
ず

る
と
き
は
、
「
諸
経
中
之
を
秘
し
て
伝

え
ず
。
」
の
釈

も
、
「
発
 
顕
本

の
三
如
来
は
永
く
諸
経
に
異
る
。
」

の
教
判
が
徒
ら
と
な
る
。

随

っ
て
、
爾
前
経
の
法
身
常
住
論
は
、

一
応
与
え
て
の
こ
と
で
、
再

応
奪

の
場
合

は
寿
量
の
法
身
常
住
は
、
法
華
経
に
限
る
と
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
祖
師
が
、
『
開
目
抄
』
に

「法
華
前
後
の
諸
大
乗
経
に
、

法
身
の
無
始
無
終
は
説
け
ど
も
、
応
身
報
身
の
顕

本
は
説
か

れ
ず
。
」

と
申
さ
れ
て
い
る
聖
文
を
拝
す
る
時
は
、
法

・
報

・
応
三
身
中
、
法
身

は
法
華
経
も
爾
前
経
も
通
同
で
、
法
華
経
の
特
勝
は
報
応
二
身
の
如
く

拝
さ
れ
る
が
、

こ
の
法
身
論

は
約
教
別
与

で
、

一
応
与

え
て

の
も

の

で
、
約
部
通
奪
の
再
応
の
実
義
に
非
ず
。
法
華
経

の
法
身
は
、
報
応
の

顕
本
と
共
に
爾
前
諸
経
に
超
絶
せ
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、
如
来
秘
密
三
身
に
し
て
、
爾
前
諸
経
に
絶
え
た
る
特
勝

の
三

身
な
る
故
一
諸
経
中
之
を
秘
し
て
伝
え
ず
と
い
い
、
発
 
顕
本
の
三
如

来
は
永
く
諸
経
に
異
る
と
判
ぜ
る
所
以
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

四

『
真
流
正
伝
砂
』
に
論
ず
る
三
身
四
土
は
、
法

・
報

・
応
三
身

の
所

住
に
、
同
居

・
方
便

・
実
報

・
寂
光
の
四
土
あ
り
と
す
る
天
台
智
顕

の

説
で
、

一
に
同
居
土
は
、
凡
聖
同
居
土
の
略
で
、
凡
夫
と
聖
者
と
が
同

居
す
る
国
土
で
あ
る
。

こ
れ
に
、
稼
土
と
浄
土
と
あ
り
、
繊
土
は
六
道

が
居
り
国
土
雑
稜
な
る
娑
婆
世
界
で
、
浄
土
は
四
悪
趣
な
く
、
人
天
四

聖
が
同
居
す
る
国
土
宝
荘
厳
の
極
楽
を
い
う
。
繊
土
の
衆
生
は
劣
応
身

を
見
、
浄
土

の
衆
生
は
勝
応
身
を
感
見
す
る
。

二
に
方
便
土
は
、
方
便
有
余
土
の
略
で
、
方
便
道
を
修
し
て
見
思
を

断
ず
る
故
に
方
便
と
い
い
、
塵
沙

・
無
明
の
惑
を
残
す
故
に
有
余
と
い

う
。
二
乗

・
菩
薩
の
住
所
に
し
て
、

こ
の
衆
生

は
勝
応
身
を
感
見

す

三
身
論

に
於

け
る
台
当

の
異
目

に
つ
い
て

(
二
)
 (
林
)
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三
身
論

に
於
け
る
台
当

の
異
目

に

づ
い
て

(
二
)
 (
林
)

る
。三

に
実
報
土
は
、
実
報
無
障
碍
土
の
略
で
、
無
明
を
分

々
に
断
じ
て

中
道
実
相
を
分
々
に
証
得
す
る
故
に
実
報
と
い
い
、
色
心
に
自
在
を
得

る
故
に
無
障
碍
と
い
う
。
純
ら
菩
薩

の
み

の
住

す

る
土
、
別
教

の
地

上
、
円
教

の
住
上
の
住
所
で
、
他
受
用
報
身
を
感
見
す
。

四
に
寂
光
土
は
、
常
寂
光
土
の
略
。
常
と
は
法
身
、
寂
と
は
解
脱
、

光
と
は
般
若
に
し
て
、
三
徳
を
究
寛
し
た
仏
の
住
所
。

こ
こ
で
は
法
身

を
証
得
し
、
自
受
用
報
身
に
安
住
す

る
。
そ
れ
に
円
教
願
行
を
修
し

て
、
妙
覚
を
感
じ
た
る
者
の
住
す
る
仏
土
と
す
る
説
と
、
周
遍
法
界
の

法
身

の
所
居
で
あ
る
か
ら
、
理
土
で
あ
る
と
す
る
説
と
が
あ
る
。

し
か
し
、
四
土
は

二
応
の
分
別
で
あ

っ
て
、
土
体
は

二
で
あ
り
、
四

土
は
娑
婆

に
対
す
る
感
見
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
が
、
円
教
の

円
融
相
即

の
論
理
で
あ
る
か
ら
、
妙
楽
湛
然
も

『
法
華
文
句
記
』
巻
第

九
に
、

テ

ワ

ニ

ソ
ヤ

ヲ

ス

ノ

ニ

ニ

ル
ニ

(
1
1
)

「山豆
離

二伽
耶

一別
求
二
常
寂

殉
非
三
寂
光
外
別
有

一一娑
婆

ご

と
申

さ

れ

て

い

る
。

四

土
不

二

に

つ
い

て

は
、

日
蓮

聖

人

も

『
聖

愚

問

答

砂

』

に
、

(
1
2
)

「今
法
華
経
は
十
界
互
具

・
一
念
三
千

・
三
諦
即
是

・
四
土
不
二
と
談
ず
。」

と
指
南
し
、

さ
ら
に

『
三
世
諸
仏
総
勘
文
鋤
』
に
、

「寂
光
を
ば
鏡
に
響

へ
、
同
居
と
方
便
と
実
報
の
三
土
を
ば
、
鏡
に
遷
る
像

(
1
3
)

に
響

ふ
。
四
土
も

二
土
な
り
。
」

と
申

さ

れ

て

い
る
。

五

天
台
は
、
始
成
正
覚
の
釈
尊
も
開
近
顕
遠
、
即
ち
発
迹
顕
本
に
よ

っ

て
三
身
円
具
の
久
成
本
仏
な
る
こ
と
が
明
か
と
な
り
、
本
地
三
仏
の
功

徳
を
詮
量
し
て
、
報
身
正
意

の
顕
本
義
を
立
て
た

の
で
あ
る
。

こ
の
、
寿
量
顕
本
義
に

つ
い
て
、
法
身
を
中
心
と
す
る
法
中
論
三
の

説
、
報
身
を
中
心
と
す
る
報
中
論
三
の
説
、
応
身

を
中
心
と
す
る
応
中

論
三
の
説
が
展
開
さ
れ
た
。
日
本
の
中
古
天
台
の
相
伝
書

で
あ
る

三

帖
抄
』
に
、

「伝
に
云
く
、
三
身
に
亘
て
顕
本
を
論
ず
べ
し
。
法
中
論
三
の
三
身
は
、
住

非
 
非
本
の
顕
本
也
。
報
中
論
三
の
三
身
は
、
住
本
顕
本
の
三
身
也
。
応
中

(
1
4
)

論
三
の
三
身
は
、
住
 
顕
本
の
三
身
也
。」

と
、
応
中
論
三
を
住
 
顕
本

に
配
釈

し
て

い
る
。
ま
た

『
等
海
口
伝

抄
』
に
は
、

「
迹門
は
応
仏
の
三
身
也
。
本
門
は
報
身

の
三
身
也
。
本
迹
不
二
の
観
心

(
1
5
)

は
、
法
中
論
三
の
三
身
也
。」

と
述
べ
て
、
応
中
論
三
の
三
身
は
迹
門
の
義
と
し

て
い
る
。

旦
那
流
で
は
、
こ
の
応
身
を
正
意

と
す
る
顕
本
思
想

を
相
伝
す

る

が
、
要
は
伽
耶
始
成
の
迹
仏
を

そ
の
ま
ま
久
遠

の
本
地
身

と
開
顕

し

て
、
事
相
の
迹
仏
と
思
う
情
を
払
拭
す
れ
ば
、・
そ

こ
に
本
地
身
が
顕
現

さ
れ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
中
古
天
台
に
於
け
る
三
身
論
は
、
日
蓮
教
学
に
も
影
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響
を
与
え
た
が
、
就
中
、
身
延

の
行
学
日
朝
 
(
一
四
二
二
-
一
五
〇
〇
)

は
、
法
身
正
意
で
あ
り
、
慶
林
日
隆
 
(
二
二
八
四
-

二
四
六
三
)
 の
流
れ

を
汲
む
八
品
門
流
と
、
京
都
本
隆
寺
開
山
、
常
不
軽
日
真
 (
一
四
四
四
-

一
五
二
八
)
 は
、
報
身
正
意
で
あ
る
。
顕
本
法
華
は
合
掌
日
受
 
(
二
ハ
九

ニ
ー

一
七
七
六
)
の
、
『
如
実
事
観
録
』
に
、

「寿
量
の
顕
本
は
、
正
し
く
応
身
に
在
り
。
当
に
知
る
べ
し
。
倶
体
倶
用
は

直
ち
に
理
性
の
三
身
を
指
す
に
非
ず
…
…
無
始
無
終
の
仏
界
は
、
但
だ
事
理

一
体
の
応
身
の
事
物
を
用
ひ
て
、
以
て
仏
界
の
体
と
為
す
。
故
に
応
身
の
外

に
仏
界
な
し
。
而
る
に
徳
の
辺
に
約
し
て
三
身
と
名
つ
く
る
の
み
な
り
。
故

(
1
6
)

に
実
を
剋
し
て
体
を
辮
ぜ
ば
、
但
だ
一
体
の
事
物
の
応
身
な
り
。」

と
明
記
し
て
か
ら
は
、
応
身
正
意
説
が
定
着
し
た
が
、

そ
れ
ま
で
は
、

三
身
即

一
の
報
身
為
正
説
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
何
れ
も
、
本
化
別

頭
の
教
観

に
達
到
し
て
の
三
身
論
で
あ
る
こ
と
は
論

ず
る
ま

で
も

な

い
。
日
蓮
聖
人
が
、
当
身
の
大
事
と
さ
れ
た

『
観
心
本
尊
抄
』
に
、

(
1
7
)

「釈
尊
は
、
五
百
塵
点
乃
至
所
顕
の
三
身
に
し
て
、
無
始
の
古
仏
な
り
。」

と
、
説
明
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
寿
量
本
仏

は
五
百
塵
点

の
久
遠

よ

り
、
久
修
業
所
得

・
実
修
実
証
の
久
成
本
仏
で
、
慧
光
照
無
量

・
寿
命

無
数
劫
の
智
恵
と
寿
命
を
も
っ
た
、
三
身
具
足
の
報
身
仏
で
あ
る

こ
と

は
、
『
真
流
正
伝
砂
』
に
指
南
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
三
大
秘
法
砂
』

は
、
古
来
真
偽
の
論
は
あ
る
が
、
遠
成
日
寿
 
(
二
七
八
九
-

一
八
五
三
)

は
、
『
真
流
正
伝
砂
私
解
』
に
、
同
砂
の
、

「寿
量
品
に
建
立
す
る
所
の
本
尊
は
、
五
百
塵
点
の
当
初
以
来
、
此
土
有
縁

(
1
8
)

深
厚
本
有
無
作
三
身
の
教
主
釈
尊
是
也
。」

の
文
を
引
証
し
て
、
寿
量
所
顕

の
仏
は
無
始
以
来
娑
婆
の
衆
生
と
、
因

縁
深
厚
な
る
本
覚
本
有
無
作
三
身
仏
に
し
て
、
本
果
実
証
の
題
目
を
信

受
口
唱
す
れ
ば
、
釈
尊

の
因
行
果
徳
の
功
徳

は
自
然

に
譲
与

せ
ら
れ

て
、
如
我
等
無
異
の
覚
体
を
成
ず
る
と
指
南
し
て

い
る
。
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